
一

第
八

十
号
議
案
　
東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
八
十
号
議
案

東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
六
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
海
上
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
を
除
く
」
を
「
に
限
る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
有
料
施
設
」
を
「
有
料
公
園
、
有
料
施
設
若
し
く
は
有
料
用
具
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条

第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、
第
一
項
の
利
用
料
金
の
額
か
ら
割
引
し
た
額
を
も
つ

て
定
期
入
場
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
有
料
施
設
」
を
「
有
料
公
園
、
有
料
施
設
若
し
く
は
有
料
用
具
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
有
料
公
園
等
」
を
「
有
料
公
園
、
有
料
施
設
又
は
有
料
用
具
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
の
四
第
三
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
を
除
く
」
を
「
に
限
る
」
に
、
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
三
の
」
に
、

「
額
」
を
「
額
の
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
海
浜
公
園
の
部
東
京
都
立
海
の
森
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
立
有
明
親
水
海
浜
公
園

東
京
都
江
東
区
有
明
一
丁
目　

東
雲
一
丁
目
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二

　

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
京
浜
運
河
緑
道
公
園
の
項
位
置
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
都
品
川
区
東
品
川
五
丁
目　

八
潮
一
丁
目　

八
潮
五
丁
目

　

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
有
明
北
緑
道
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
立
晴
海
緑
道
公
園

東
京
都
中
央
区
晴
海
四
丁
目　

晴
海
五
丁
目

　

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

有
料
施
設
の
利
用
料

種
　

　

別

単

　

　

　

　

位

利　

用　

料

駐
車
場

一
台
一
回
（
二
時
間
以
内
）

六
百
円

海
上
公
園
係
船
施
設

総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と
に

十
三
円
四
十
銭

海
上
バ
ス
券
売
所

一
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に
一
月

四
百
六
十
円

　

別
表
第
四
中
二
の
項
を
四
の
項
と
し
、
同
表
一
の
部
若
洲
海
浜
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

城
南
島
海
浜
公
園

キ
ャ
ン
プ
場

一
人
一
日

三
百
円

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場

一
区
画
一
日

二
千
円

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
附
帯
設
備

一
式
一
日

五
百
円



三

第
八

十
号
議
案
　
東
京
都
海
上
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

辰
巳
の
森
海
浜
公
園

ラ
グ
ビ
ー
練
習
場

一
回
（
二
時
間
以
内
）

二
万
円

　

別
表
第
四
中
一
の
項
を
二
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

三　

有
料
用
具
の
利
用
料
金

名
　

　

　

　

称

単
　

　

位

利
用
料
金

辰
巳
の
森
海
浜
公
園

ス
ポ
ー
ツ
用
具

一
人
一
式
（
一
時
間
以
内
）

百
五
十
円

　

付
記

　
　
　

ス
ポ
ー
ツ
用
具
と
は
、
フ
リ
ー
テ
ニ
ス
、
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
そ
の
他
の
知
事
が
定
め
る
ス
ポ
ー
ツ
の
用
具
を
い
う
。

　

別
表
第
四
に
一
の
項
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

一　

有
料
公
園
の
利
用
料
金

名
　

　

　

　

称

単

　

位

利
用
料
金

東
京
港
野
鳥
公
園

入
場
料

一
人
一
回

四
百
円

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一　

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
京
浜
運
河
緑
道
公
園
の
項
位
置
の
欄
の
改
正
規
定　

令
和
四
年
四
月
一
日

　

二　

別
表
第
一
海
浜
公
園
の
部
東
京
都
立
海
の
森
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定　

令
和
四
年
八
月
一
日

　

三　

別
表
第
一
緑
道
公
園
の
部
東
京
都
立
有
明
北
緑
道
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定　

令
和
四
年
十
月
一
日



四

（
提
案
理
由
）

　

利
用
料
金
制
の
対
象
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
東
京
都
立
有
明
親
水
海
浜
公
園
及
び
東
京
都
立
晴
海
緑
道
公
園
を
新
設
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正

を
行
う
必
要
が
あ
る
。


